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平成26年度内閣府本府政策評価実施計画（案） 

 

平成26年４月21日 

内閣総理大臣決定 

平成27年 月 日

一 部 改 正  

 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号。以下「法」

という。）第７条の規定に基づき、平成26年度内閣府本府政策評価実施計画を以

下のとおり定める。 

１ 計画期間 

平成26年度の１年間とする。 

 

２ 事後評価の対象とする政策 

事後評価の対象とする政策は、以下のとおりとする。 

(1) 内閣府本府政策評価基本計画（平成26年４月１日決定。以下「基本計画」

という。）の対象とした政策のうち本実施計画の対象とする政策 

（法第７条第２項第１号に区分されるもの） 

(ア) 政策評価体系に基づき対象とする政策（別紙１） 

(イ) 租税特別措置等に係る政策 

     該当なし。 

 

(2) 政策決定後５年経過後時点でなお未着手の政策又は政策決定後10年経過後

時点でなお未了の政策で、本実施計画の対象とする政策 

    （法第７条第２項第２号に区分されるもの） 

該当なし。 

 

(3) その他の政策で、本実施計画の対象とする政策 

（法第７条第２項第３号に区分されるもの） 

該当なし。 

 

資料２－２①（溶け込み版）
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３ 評価の実施方法等 

２に掲げられた政策について、基本計画で定められた実施体制の下で、計画

期間終了後速やかに事後評価を行うこととする。その際の実施方法等は以下の

とおりとする。 

政策評価広報課は、提出された評価書について審査を行った上で、政策評価

書（案）を作成し、内閣府本府政策評価有識者懇談会等を経て、公表する。 

 

(1) 政策評価体系に基づき対象とする政策 

実績評価方式を基本とするが、以下に掲げる施策については、総合評価

方式とする。 

①科学技術イノベーション創造の推進 

②沖縄の自主性・自立性の確保に係る施策の推進 

③沖縄振興計画の推進に関する調査 

④沖縄における社会資本等の整備 

⑤沖縄の特殊事情に伴う特別対策 

⑥沖縄の戦後処理対策 

⑦子ども・若者育成支援の総合的推進（子ども・若者ビジョン） 

⑧「少子化社会対策、子ども・若者育成支援に関する広報啓発、調査研

究等」のうち「子ども・若者育成支援」に係る部分 

⑨高齢社会対策の総合的推進（高齢社会対策大綱） 

⑩高齢社会対策に関する広報啓発、調査研究等 

⑪障害者施策の総合的推進（障害者基本計画） 

⑫障害者施策に関する広報啓発、調査研究等 

⑬犯罪被害者等施策の総合的推進（犯罪被害者等基本計画） 

⑭犯罪被害者等施策に関する広報啓発・連携推進等 

⑮自殺対策の総合的推進（自殺総合対策大綱） 

⑯自殺対策に関する広報啓発、調査研究等 

⑰子どもの貧困対策の総合的推進（子どもの貧困対策に関する大綱） 

⑱子どもの貧困対策に関する調査研究等 

⑲アルコール健康障害対策の推進 

⑳青年国際交流の推進 

㉑仕事と生活の調和の推進 

個別の政策を所管する課等（以下「政策所管課等」という。）は別紙２に

掲げられた政策について、別紙３の様式に基づき政策評価を実施し、評価
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書の案を作成する。 

各部局の総務課等（以下「政策評価担当課等」という。）は部局内におけ

る政策評価を取りまとめ、政策評価広報課に提出する。 

調整部局（予算、法令、組織・定員、税制、その他政策の企画立案に関

する府全体の調整を担当する部局をいう。) は、政策評価の結果を予算要

求等において活用することとする。 

 

(2) 租税特別措置等に係る政策 

政策所管課等は租税特別措置等に係る政策について政策評価を実施し、

評価書の案を作成する。政策評価担当課等は部局内における政策評価を取

りまとめ、政策評価広報課及び官房企画調整課（以下「企画調整課」とい

う。）に提出する。 

企画調整課は、政策評価書を税制改正要望において活用することとする。 

 

４ その他 

本計画期間の政策評価の実施に当たっては、２以外の政策についても、必

要に応じ政策評価を実施することができるものとする。 


